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令
和
5
年
度
特
別
区
職
員
採
用
試
験
・
選
考
は
、
11

月
の
Ⅲ
類
採
用
試
験
等
の
合
格
発
表
を
も
っ
て
全
て
終

了
し
ま
し
た
。

若
年
人
口
の
減
少
や
新
規
求
人
倍
率
の
上
昇
等
で
受

験
者
数
が
減
少
す
る
一
方
、
行
政
ニ
ー
ズ
の
増
大
に
伴

い
特
別
区
の
採
用
予
定
数
は
過
去
に
例
が
な
い
ほ
ど
増

加
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
各
試
験
の
合
格
倍
率
は
低
下
傾
向
に
あ

り
、
特
別
区
職
員
の
採
用
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。

特
別
区
職
員
採
用
試
験
・
選
考
の
実
施
状
況

⑴ 
Ⅰ
類
採
用
試
験

�　

採
用
予
定
数
は
1
7
5
1
名
程
度
と
過
去
最
大
と

な
る
一
方
、
受
験
者
数
は
9
1
6
4
名
と
減
少
し
て

お
り
、
合
格
倍
率
は
過
去
最
低
の
2
・
4
倍
と
な
り

ま
し
た
。
技
術
系
職
種
、
福
祉
職
及
び
保
健
師
は

1
倍
台
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
厳
し
い
状
況
で
す
。

【
5
年
度
の
変
更
点
】

・
技
術
系
職
種
の
教
養
試
験
、
論
文
試
験
を
廃
止

・�

土
木
造
園
（
土
木
）・
建
築
の
試
験
を
秋
に
追
加

実
施

⑵	

Ⅲ
類
採
用
試
験

�　

採
用
予
定
数
1
5
6
名
程
度
に
対
し
、
受
験
者
数

は
2
0
5
8
名
と
な
り
、
昨
年
度
か
ら
約
5
0
0
名

の
大
幅
な
減
と
な
り
ま
し
た
。
合
格
倍
率
は
4
・
3

倍
と
近
年
で
も
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑶	

障
害
者
を
対
象
と
す
る
採
用
選
考

�　

年
齢
制
限
を
撤
廃
し
た
こ
と
で
、
受
験
者
数
は
昨

年
度
と
比
べ
て
約
2
0
0
名
増
加
し
、
4
0
6
名
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
合
格
倍
率
は
4
・
3

倍
に
上
昇
し
ま
し
た
。

【
5
年
度
の
変
更
点
】

・
受
験
資
格
に
お
け
る
年
齢
制
限
を
撤
廃

⑷	

経
験
者
採
用
試
験
・
選
考

�　

採
用
予
定
数
6
3
5
名
程
度
に
対
し
、
受
験
者
数

は
2
3
8
0
名
、
最
終
合
格
倍
率
は
3
・
3
倍
と
な

り
ま
し
た
。
Ⅰ
類
や
Ⅲ
類
に
比
べ
る
と
受
験
者
数
は

微
減
（
新
設
さ
れ
た
事
務
（
I
C
T
）
を
除
く
人
数
で

比
較
）
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
技
術
系
職
種
や
福

祉
職
の
合
格
倍
率
は
1
倍
台
と
厳
し
い
状
況
で
す
。

【
5
年
度
の
変
更
点
】

・
事
務
（
I
C
T
）
の
新
設

・�

技
術
系
職
種
及
び
福
祉
職
に
お
い
て
、
受
験
資
格

に
お
け
る
継
続
勤
務
条
件
を
緩
和

・
技
術
系
職
種
の
教
養
試
験
を
廃
止

⑸	

就
職
氷
河
期
世
代
を
対
象
と
す
る
採
用
試
験

�　

採
用
予
定
数
41
名
程
度
に
対
し
、
受
験
者
数
は

7
2
0
名
、
合
格
倍
率
は
13
・
3
倍
と
な
り
ま
し

た
。
合
格
倍
率
は
昨
年
度
に
比
べ
て
低
下
し
た
も
の

の
、
他
の
試
験
区
分
に
比
べ
て
依
然
高
倍
率
と
な
っ

て
い
ま
す
。

令
和
6
年
度
の
新
た
な
取
組
み

今
後
も
、
人
材
確
保
が
困
難
な
状
況
が
続
く
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
た
め
、
試
験
制
度
の
見
直
し
や
採
用
P
R

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
受
験
者
数
の
増
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

⑴	

試
験
制
度

①
受
験
資
格
の
緩
和

・�

Ⅰ
類
／
衛
生
監
視
（
衛
生
）
及
び
衛
生
監
視
（
化

学
）
の
上
限
年
齢
引
上
げ

・�

経
験
者
／
事
務
（
一
般
事
務
及
び
I
C
T
）
職
の

継
続
勤
務
条
件
の
緩
和

・�

経
験
者
／
業
務
従
事
歴
の
算
定
に
お
け
る
週
当
た

り
勤
務
時
間
の
緩
和

②
試
験
内
容
の
見
直
し

・�

経
験
者
／
福
祉
職
に
お
け
る
教
養
試
験
廃
止
、
論

文
試
験
の
一
本
化

・�

経
験
者
／
技
術
系
職
種
に
お
け
る
国
家
資
格
保
有

者
の
職
務
経
験
論
文
免
除

③
試
験
区
分
の
新
設

・
Ⅰ
類
／
事
務
（
I
C
T
職
）
の
新
設

⑵	

試
験
運
営

・
Ⅰ
類
／
試
験
日
程
の
早
期
化

・
Ⅰ
類
／
採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
延
長

・
各
試
験
／
結
果
通
知
、
履
歴
書
の
電
子
化

⑶	

採
用
P
R

・
L
I
N
E
を
活
用
し
た
情
報
発
信

・�

各
区
と
人
事
委
員
会
の
合
同
に
よ
る
各
説
明
会
へ

の
参
加　

等

（
特
別
区
人
事
委
員
会
事
務
局
）

令和5年度特別区職員
採用試験・選考を終えて

令和5年度特別区職員採用試験・選考実施状況
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